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第３章 計画の基本理念と基本目標 
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１ 基本理念 

子どもの現在及び将来が生まれ育った環境によって左右されることなく、すべての

子どもが心身ともに健やかに成長していくためには、その第一義的責任を負っている

親の子育てに対する不安や負担を和らげ、子育てが喜びや生きがいにつながるような

環境を整えることが大切であると考えます。 

そこで、八千代市がこれまで子ども・子育て支援において、実現を目指してきた精

神を継承しつつ、市民ニーズを踏まえ、子育て支援が

充実した、子育てしやすいまちを実感できるように、

「すべての子どもが健やかに育ち、誰もが子育てした

いと思うまち やちよ」を理念に、各種施策の展開を

目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 基本理念 ］ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すべての子どもが健やかに育ち、 

誰もが子育てしたいと思うまち やちよ 
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２ 基本目標 

（１）子どもを育む質の高い教育・保育の環境を整えます。 

待機児童の解消を図るため、計画的に保育の受け皿の確保を進めるとともに、単に

必要量を確保するだけではなく、教育希望のニーズの高まりも踏まえ、さまざまな手

法を検討した上で、効率的かつ効果的な受け皿の確保を目指します。併せて、教育・

保育の質の向上を図り、希望する教育・保育が選択できる子育てしやすい環境の整備

を目指します。 

 

（２）安心して子どもを生み、子育てできる環境を整えます。  

安心して子育てをするためには、妊娠・出産期から切れ目ない支援を行っていくこ

とが必要です。 

このため、子育てで孤立することがないよう保護者同士の交流の機会の提供や相談

支援の充実のほか、子育てに関する情報提供の充実、一時預かり事業等の利便性の向

上など子育てに対する不安や負担の軽減を図ります。また、学童保育所や放課後子ど

も教室をはじめとした多様な子どもの居場所を確保していくなど、本市で子育てした

いと思える事業の展開を目指します。 

 

（３）さまざまな子どもや家庭への支援を充実します。 

障害のある子どもや発達に課題のある子ども、ひとり親家庭、経済的困難を抱える

家庭などさまざまな子どもや家庭に配慮し、相談対応や経済的負担の軽減を図るなど

その特性に合わせた支援を継続して実施していくほか、関係機関と連携を図りながら、

児童虐待の防止や早期発見に取り組み、すべての子どもが心身ともに健やかに育つ環

境の整備を目指します。 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
ち
、
誰
も
が
子
育
て
し
た
い
と
思
う
ま
ち 

や
ち
よ 

［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向 ］ ［ 基本目標 ］

Ⅰ 子どもを育む質
の高い教育・保育
の環境を整えま
す。 

Ⅱ 安心して子ども
を生み、子育てで
きる環境を整え
ます。 

Ⅲ さまざまな子ど 
もや家庭への支
援を充実します。

（１）教育・保育施設等の整備 

（２）公立保育園の効果的な活用 

（４）子どもの遊び場などの居場所づくり 

（３）教育・保育の質の向上 

（４）子どもが豊かに育つ教育の充実 

（２）母子の健康づくりの推進 

（５）子ども医療の継続 

（３）子育ての情報提供の充実 

（６）子育て相談支援と交流事業の充実 

（７）子育て家庭の経済的負担の軽減 

（１）障害のある子どもとその家庭への支援 

（２）ひとり親家庭への支援 

（３）生活困窮家庭への支援 

（４）児童虐待の発生予防と早期発見から 
再発防止 

（５）外国籍の子どもや親への支援 

（５）学校生活における相談支援 

（１）地域子ども・子育て支援事業の充実 
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４ 教育・保育等の提供区域の設定 

国の基本指針では、教育・保育等を提供するため、市町村は、人口や交通事情等を

勘案して、保護者や子どもが居宅等から容易に移動することが可能な区域を設定する

こととされています。 

本計画では、「教育・保育施設等整備事業」及び「放課後児童健全育成事業」につい

ては、事業の特性や利用実態に合わせ、効率的かつ効果的に事業を提供できるよう『八

千代市地域コミュニティ推進計画』における７つのコミュニティ区域を提供区域とし

て設定し、その他の「地域子ども・子育て支援事業」については、市内全域を１区域

として設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 地域の範囲 

阿蘇地区 
米本・神野・保品・下高野・米本団地・堀の内・上高野の一部（阿

蘇中の学区内にある上高野） 

村上地区 
村上・下市場・村上団地・村上南・勝田台北・上高野の一部（村

上東中の学区内にある上高野） 

睦地区 
桑納・麦丸・桑橋・吉橋・島田・神久保・小池・真木野・佐山・

平戸・島田台・大学町・尾崎 

大和田地区 
大和田・萱田・萱田町・ゆりのき台・大和田新田の一部（萱田中・

大和田中の学区内にある大和田新田） 

高津・緑が丘地区 
高津・高津東・緑が丘・高津団地・大和田新田の一部（高津中・

東高津中の学区内にある大和田新田） 

八千代台地区 八千代台東・八千代台南・八千代台西・八千代台北 

勝田台地区 勝田台、勝田、勝田台南 

  

睦 

阿蘇 

村上 

勝田台 

八千代台

高津・緑が丘 

大和田 
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【 事業ごとの提供区域 】 

事業 区域 

教育・保育施設等整備事業 ７区域 

地

域

子

ど

も

・

子

育

て 

支

援

事

業 

１ 時間外保育事業 市全域 

２ 放課後児童健全育成事業（学童保育所） ７区域 

３ 一時預かり事業 市全域 

４ 病児保育事業（病児・病後児保育事業） 市全域 

５ ファミリー・サポート・センター事業 市全域 

６ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 市全域 

７ 利用者支援事業 市全域 

８ 地域子育て支援拠点事業 市全域 

９ 乳児家庭全戸訪問事業 市全域 

10 養育支援訪問事業 市全域 

11 妊婦健康診査事業 市全域 

12 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 ‐ 

13 実費徴収に係る補足給付を行う事業 ‐ 

※区域欄に「‐」がある事業は、事業の性質上、量の見込み＊や確保方策＊を定めないため、提

供区域を設定していません。 

 

 


